
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

①対象者（世帯主の方）

　　基準日時点で壬生町に住民票がある世帯で、世帯全員の令和５年度の住民税が

　　（令和４年１月～１２月の収入を基に算定）

　 又は である世帯

②加算の対象となる児童

　　上記①の給付対象者と基準日（令和５年１２月１日）において同一世帯の

１８歳以下（平成１７年４月２日以降生まれ）の児童

・基準日以降、令和6年3月31日までに生まれた新生児

・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童等

低所得の子育て世帯の方※へ

R6.3 壬生町

物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯への給付の加算（こども加算給付金）を支給します。

・施設入所児童は、住民票の異動の有無にかかわらず、原則対象外
となります

非 課 税

こども加算給付金（児童１人あたり５万円）のご案内

　※令和5年度 住民税非課税世帯 又は 住民税均等割のみ課税世帯の方

均 等 割 の み 課 税

【例外的に対象となる児童】

【対象とならない児童】

給 付 対 象  基準日：令和５年１２月１日

給 付 額 児童１人あたり ５万円
（１回限り：世帯主に対象児童分を給付します）

　均等割のみ課税世帯の方には、給付金（10万円）の申請書と併せて「こども加算給付金の申請
書」も送付いたします。

※例外的に対象となる児童がいる方は申請手続きが必要ですので、お申し出ください。

※申請書提出後、内容を審査した上で要件を満たす方に順次お振込みいたします。

※当該給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります

申請期限 令和６年５月３１日（金）

非課税世帯であって令和５年度給付金（７万円）を
すでに受け取った方

均等割のみ課税世帯であって令和５年度給付金（１０万円）を申請
される方　及び　例外的に加算の対象となる児童がいる方等

手続き不要の方

申請が必要な方

　３月上旬に確認書類を送付いたします。３月末頃より、給付金（７万円）と同一口座へ支給いた
します。

住民税は「均等割」と「所得割」
で構成されています

お問い合わせ先 壬生町 こども未来課子育て支援係
☏ 0282−81−1864（平日 8：30〜17：15 ）



例： ・別居の親、子等から扶養されている（大学生等）
・社会人1年生で令和４年は保護者に扶養されている
・単身赴任の課税者から扶養されている
・施設入所中の児童

【注意！】

※子育て世帯生活支援特別給付金とは？

 職員が振り込みをお願いすることはありません。
 ご自宅や職場などに職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、壬生町や最寄りの警察
署にご相談ください。

 前回の受給者のうち「住民税 所得割 課税対象」の方が同一世帯にいる場合には、今回の給付の
対象とはなりません。

別居の家族等の
扶養になっている

世帯全員が
令和5年度住民税非課税者

平成17年4月2日生〜
令和5年12月1日生

加算対象となる児童は18歳以下である

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください！

世帯全員が
令和5年度住民税
均等割のみ課税者

（新生児）令和5年12月2日生〜
令和6年3月31日生

申請は不要です
(順次通知発送）

令和5年度「均等割のみ課税
世帯給付金」（10万円）の
申請をした

※ 対 象 外

令和5年度低所得世帯「追加支援補助金」（7万円）の給付を受けた

※対象外

 児童扶養手当の受給者又は児童手当・特別児童扶養手当受給者のうち住民税非課税者、家計急変等により住民税非課税相
当になった方を対象に、児童１人あたり５万円を給付（令和５年度実施）

別居している１８歳以下の児童を
扶養している場合（※条件あり）

 前回の「低所得の子育て世帯向けの給付金（子育て世帯生活支援特別給付金※）」と今回の「こど
も加算給付金」では対象世帯の条件が一部異なります。また今回の給付の受給者は、児童の保護者等
ではなく、対象児童の世帯主となります。

支給対象世帯確認フローチャート（一般的な事例を想定）

申請が必要です！

令和5年12月1日に壬生町に住民票がある世帯 ※
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外
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